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令和８年１月
田尻町総務部安全安心まちづくり推進局


令和８年度「ワクワクたじりまちづくり補助金」募集要項

　田尻町補助金交付規則（以下「規則」という。）及びワクワクたじりまちづくり補助金交付要綱（以下「交付要綱」という。）に基づき、以下の通り補助金の申請を募集します。

１．対象事業者
ワクワクたじりまちづくり補助金（以下「補助金」という。）の交付対象となる事業者は、田尻町及び田尻町を含む区域においてまちづくり活動に取り組み、事業の企画から実施及び実績の報告まで責任をもって履行できると認められる団体とします。なお、次の団体は、交付対象外とします。
・政治活動を目的とする団体
・宗教活動を目的とする団体
・暴力団及び暴力団員又は暴力団密接関係者が構成員となる団体

２．募集事業
募集の対象事業は、令和８年４月１日から令和９年３月３１日までの間に原則として田尻町内で実施される事業で、次のいずれかに該当し、継続して実施する事業とします。
　・地域の活性化に寄与する事業
　・地域コミュニティの促進に寄与する事業
　・地域課題の解決に寄与する事業
　なお、町の他の制度に基づき補助を受けている事業や本補助制度の開始以前から実施している既存事業は対象外とします。ただし、内容の拡充により事業の効果が相当程度向上すると認められる場合は、対象となる場合があります。

３．補助金の額等
（１）令和７年度の補助金の総額は100万円です。
（２）１事業当たりの補助対象事業費の上限を50万円とし、次の補助率を乗じて補助金額を決定します。
（３）補助率は、同一事業に対する補助金の交付年数に応じて次のとおりとします。
　　　１年目　10分の９以内
　　　２年目　10分の８以内
　　　３年目　10分の７以内
（４）補助金の対象となる経費は、対象事業に要する経費のうち次表に定める経費とします。ただし、次の経費は対象外とします。
・団体の事務所等を維持するための経費
・団体の経常的な活動に要する経費
・その他町長が適当でないと認めた経費
	[bookmark: _Hlk36210824][bookmark: _Hlk36211090]経費区分
	内容等

	報償費
	・外部の講師又は専門的知識・技能を有する協力者（申請団体の構成員を除く）への謝金

	旅費交通費
	・打合せ等に係る公共交通機関等の交通費
・講師等の交通費、宿泊費
※合理的経路を用いて要する実費相当額（田尻町の一般職の職員の基準に準ずる）

	印刷製本費
	・ポスター、チラシ、パンフレット作成等の印刷製本費

	消耗品費
	・事業に必要な消耗品の購入費

	燃料費
	・事業に必要な車両又は機械の燃料費
※申請団体の構成員が提供する車両又は機械に係るものを除く

	通信運搬費
	・郵便代、その他事業の実施に必要な通信又は運搬に要する経費

	保険料
	・事業の実施に伴う保険料

	委託料
	・事業に必要な警備や会場設営等のための経費

	使用料・賃借料
	・車両、機械その他事業に必要な物品の借上料若しくは会場使用料

	器具備品費
	・当該事業に特化した機器類を購入するための経費
※「ワクワクたじりまちづくり補助金」と標示すること。

	その他
	・町長が対象経費と認めた経費


備考　補助対象経費の決定は、この基準に基づき、審査会の審査を経て行います。

４．交付決定された事業の取り扱い
（１）将来的に自立した活動へつなげる観点から交付決定された同一事業への助成は３年までとします。
（２）過年度交付決定された事業も毎年申請の必要があります。また、毎年審査会において、事業内容を審査した上での決定となりますので、必ずしも３年の補助を確約するものではありません。

５．申請期間
　　令和８年１月５日（月）から令和８年２月２７日（金）まで

６．交付申請書類
　①補助金交付申請書（規則様式第１号）
　②補助金以外の経費負担及び補助事業の効果の概要（規則様式第２号）
　③団体又は法人の予算を定めた書類
　④事業計画書（交付要綱様式第１号）
　⑤事業収支予算書（交付要綱様式第２号）
　⑥団体調書（交付要綱様式第３号）
　⑦申請団体の定款、規約又は会則等
　⑧申請団体の役職員名簿
　※上記以外に必要書類を求める場合があります。

７．申請書類提出先
　田尻町役場総務部安全安心まちづくり推進局（役場別館２階）
　〒598-8588　大阪府泉南郡田尻町嘉祥寺375-1
　※郵送可。可能な方は、できるだけ直接、役場まで持参してください。
開庁時間　平日の午前8時45分から午後5時15分

８．交付の審査及び決定
（１）町が設置する「ワクワクたじりまちづくり補助金審査会」の審査を踏まえて決定します。
（２）申請者又は申請者の代理人は、審査会に出席し、申請内容を説明するとともに審査員の質問に応答していただきます。
（３）補助金の交付決定は、令和８年４月を予定しています。
（４）補助金の審査は、次の観点から行います。
・公益性及び住民ニーズへの適合性
・実現性及び計画性
・経済性及び効率性
・自立性及び継続性
・独自性及び先駆性

９．補助金の交付決定通知
補助金交付の可否決定及び補助金額については、申請のあった団体へ文書で通知します。

10．補助金の支払い
補助金の支払いは、原則として補助対象事業の終了後に実績報告等の手続きを経て、行います。ただし、資金の都合等の事情により事前に支払いを希望する場合は、所定の審査を経て概算払いを行うことができます。

11．補助の条件
（１）補助金の受領は役員会等で報告し、議事録に明記するとともに当該年度の決算書に当該補助金収入があったことを明記してください。
（２）補助金による事業実施の際、当該補助金事業であることを標示してください。
（３）作成するＰＲ資料や印刷物に必ず「ワクワクたじりまちづくり補助金事業」であることを明記してください。
※その他、「広報たじり」等への事業成果等の掲載記事を作成していただく場合があります。

12．実績報告書類
　①補助事業実績報告書（規則様式第11号）
　②団体又は法人の決算を記した書類
　③事業報告書（交付要綱様式第４号）
　④事業収支決算書（交付要綱様式第５号）
　⑤補助対象経費内訳表（交付要綱様式第６号）
　⑥補助対象経費の領収書の写し
　※上記以外に必要書類を求める場合があります。
　※領収書については、あて名を申請団体名とし、日付、領収印、内容の但し書き（別途レシートでも可）の漏れがないことを確認してください。

13．補助金の交付決定の取消し
補助金の交付の決定を受けた者が次のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取消します。
（１）天災地変その他補助金の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業の全部又は一部を継続できないとき。
（２）補助事業者が、補助金の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業を遂行することができないとき（補助事業者の責に帰すべき事情による場合を除く）。
（３）補助事業者が、補助金を他の用途へ使用し、その他補助事業に関して補助金の交付の決定内容又はこれに付した条件その他法令等又はこれに基づく町長の処分に違反したとき。
（４）交付要綱第２条各号のいずれかに該当することとなったとき又は交付申請時に該当していたことが判明したとき。

14．補助金の返還
補助事業の収支決算において、余剰金が生じた場合は、事業費清算後に余剰金を返還していただきます。なお、補助金の交付決定を取消した場合において、すでに支払いを受けた補助金がある場合は、速やかに補助金を返還していただきます。

15．お問い合わせ
　田尻町役場総務部安全安心まちづくり推進局
　電話072-466-5009　FAX 072-466-5025
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参考資料

田尻町補助金交付規則

ワクワクたじりまちづくり補助金交付要綱

ワクワクたじりまちづくり補助金審査会要綱


田尻町補助金交付規則

（目的）
第１条　この規則は、田尻町（以下「町」という。）が町以外の者に対して交付する補助金（以下「補助金」という。）の交付の申請、決定等に関する事項その他補助金に係る予算の執行に関する基本的事項を規定することにより、補助金に係る予算の執行の適正化を図ることを目的とする。
（定義）
第２条　この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(１)　補助事業　補助金の交付の対象となる事務又は事業をいう。
(２)　補助事業者　補助事業を行う者をいう。
(３)　間接補助金　町以外の者が相当の反対給付を受けないで交付する給付金で、補助金を直接又は間接にその財源の全部又は一部とし、かつ、当該補助金の交付の目的に従って交付するものをいう。
(４)　間接補助事業　間接補助金の交付の対象となる事務又は事業をいう。
(５)　間接補助事業者　間接補助事業を行う者をいう。
（法令、条例又は他の規則との関係）
第３条　補助金に関しては、法令、条例又は他の規則に定めのあるものを除くほか、この規則に定めるところによる。
（補助金の交付の申請）
第４条　補助金の交付の申請をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した補助金交付申請書（様式第１号）を、町長に対し、その定める期日までに提出しなければならない。
(１)　申請者の氏名又は名称及び住所（法人にあっては、その名称、代表者氏名及び住所）
(２)　補助事業の目的及び内容
(３)　補助事業の経費の配分、経費の使用方法、補助事業完了の予定期日その他補助事業の遂行に関する計画
(４)　交付を受けようとする補助金の額
(５)　その他町長が必要と認める事項
２　前項の申請書には、次の各号に掲げる事項を記載した補助金以外の経費負担及び補助事業の効果の概要（様式第２号）並びに申請者が団体を代表する個人又は法人である場合は、その団体又は法人の予算を定めた書類を添付しなければならない。
(１)　補助事業の経費のうち補助金によって賄われる部分以外の部分の負担者、負担額及び負担方法
(２)　補助事業の効果
(３)　その他町長が必要と認める事項
（補助金の交付の決定）
第５条　町長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等により当該申請の内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付の決定をするものとする。
２　町長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金の交付の申請に係る事項について修正を加えて補助金の交付の決定をするものとする。
（補助金の交付の条件）
第６条　町長は、補助金の交付の決定をする場合においては、次の各号に掲げる条件を付するものとする。
(１)　補助事業に要する経費の配分を変更（町長の定める軽微な変更を除く。）する場合においては、補助事業経費配分変更承認申請書（様式第３号）を町長に対し提出し、承認を受けるべきこと。
(２)　補助事業の内容を変更（町長の定める軽微な変更を除く。）する場合においては、補助事業内容変更承認申請書（様式第４号）を町長に対し提出し、承認を受けるべきこと。
(３)　補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、補助事業（中止・廃止）承認申請書（様式第５号）を町長に対し提出し、承認を受けるべきこと。
(４)　補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けるべきこと。
(５)　補助事業終了後、当該補助事業に係る資金収支書類及び申請者が団体を代表する個人又は法人である場合は、その団体又は法人の決算を示す書類を提出すること。
２　前項各号に掲げるもののほか、町長は、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、補助事業に要する経費の使用方法に関する事項等について必要な条件を付するものとする。
（補助金の交付の決定の通知）
第７条　町長は、補助金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに付した条件を記載した補助金交付決定書（様式第６号）を、補助金の交付の申請をした者に通知するものとする。
（事情変更による決定の取消し等）
第８条　町長は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の経費の配分、内容若しくはこれに付した条件を変更するものとする。ただし、補助事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
２　町長が前項の規定により補助金の交付の決定を取り消す場合は、次の各号に掲げる場合に限るものとする。
(１)　天災地変その他補助金の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
(２)　補助事業者又は間接補助事業者が、補助金の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業又は間接補助事業を遂行することができない場合（補助事業者又は間接補助事業者の責に帰すべき事情による場合を除く。）
３　第７条の規定は、第１項の処分をした場合について準用する。この場合、「補助金交付決定書（様式第６号）」とあるのは、補助事業の中止又は廃止に係るものについては、「補助事業（中止・廃止）承認書（様式第７号）」と、補助事業の経費の配分に係るものについては、「補助事業経費配分変更承認書（様式第８号）」と、補助事業の内容の変更若しくは条件の変更に係るものについては、「補助事業（内容・条件）変更承認書（様式第９号）」と、補助金の額の変更に係るものについては、「補助金交付決定額変更通知書（様式第10号）」と、それぞれ読み替えるものとする。
（補助事業及び間接補助事業の遂行）
第９条　補助事業者は、法令、条例及び規則（以下「法令等」という。）の定め並びに補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件その他法令等に基づく町長の処分に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業を行わなければならない。
２　補助事業者は、間接補助事業者が当該間接補助金の交付の目的に従い善良な管理者の注意をもって間接補助事業を行うように努めなければならない。
（状況報告）
第10条　補助事業者は、町長の請求に基づき、補助事業の遂行の状況に関し、町長に報告しなければならない。
（補助事業の遂行等の命令）
第11条　町長は、補助事業者が提出する報告等により、その者の補助事業が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、その者に対し、これらに従って当該補助事業を遂行すべきことを命ずるものとする。
２　町長は、補助事業者が前項の命令に違反したときは、その者に対し、当該補助事業の遂行の一時停止を命ずるものとする。
３　町長は、前項の規定により補助事業の遂行の一時停止を命ずる場合においては、補助事業者が当該補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合させるための措置を町長の指定する日までに取らないときは、第15条第１項の規定により当該補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消す旨を明らかにするものとする。
（実績報告）
第12条　補助事業者は、町長の定めるところにより、補助事業が完了したとき（補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。）は、補助事業の成果を記載した補助事業実績報告書（様式第11号）及び申請者が団体を代表する個人又は法人である場合は、その団体又は法人の決算を記した書類に、その他町長の定める書類を添えて町長に報告しなければならない。補助金の交付の決定に係る町の会計年度が終了した場合も、また同様とする。
２　補助事業者は、前項に規定する決算を記した書類が補助事業実績報告書提出の際、決算が未確定であるため提出できない場合は、当該決算確定後速やかに提出することでこれに代えることができる。ただし、決算を記した書類の提出は、遅くとも補助事業完了の翌年度の６月30日までに行わなければならない。
（補助金の額の確定等）
第13条　町長は、前条の規定による報告を受けた場合においては、当該報告書等の書類の審査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金額確定通知書（様式第12号）を、当該補助事業者に通知するものとする。
（補助金の交付請求）
第14条　補助事業者は、補助金額確定通知書受領後速やかに、補助金交付請求書（様式第13号）を町長に対して、提出するものとする。ただし、特に町長が認める場合においては、補助金交付決定通知書の受領後、その交付決定額の範囲内において概算払又は前金払を請求することができる。
（是正のための措置）
第15条　町長は、第12条の規定による報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業につき、これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者に対して命ずるものとする。
２　第12条の規定は、前項の規定による命令に従って行う補助事業について準用する。
（決定の取消し）
第16条　町長は、補助事業者が、補助金を他の用途へ使用し、その他補助事業に関して補助金の交付の決定内容又はこれに付した条件その他法令等又はこれに基づく町長の処分に違反したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。
２　町長は、間接補助事業者が、間接補助金を他の用途へ使用し、その他間接補助事業に関して法令等に違反したときは、補助事業者に対し、当該間接補助金に係る補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。
３　前２項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の確定があった後においても適用があるものとする。
４　町長は、第１項又は第２項の規定による取消しを決定したときは、速やかに補助金交付決定取消書（様式第14号）を補助事業者に通知するものとする。
（補助金の返還）
第17条　町長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取り消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
２　町長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
３　町長は、第１項の返還の命令に係る補助金の交付の決定の取消しが前条第２項の規定によるものである場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、補助事業者の申請により返還の期限を延長するものとする。
４　補助事業者は、前項の申請をしようとする場合には、申請の内容を記載した書面に、当該補助事業にかかる補助金の交付目的を達成するためにとった措置及び当該補助金をその期限までに返還することができない理由その他参考となるべき事項を記載した書類を添えて、町長に提出しなければならない。
（加算金及び延滞金）
第18条　補助事業者は、第16条第１項の規定による取消しに関し、補助金の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額（その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額）につき、年10.95％の割合で計算した加算金を町に納付しなければならない。
２　補助金が２回以上に分けて交付されている場合における前項の規定の適用については、返還を命ぜられた額に相当する補助金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命ぜられた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を命ぜられた額に達するまで順次さかのぼりそれぞれの受領の日において受領したものとする。
３　第１項の規定により加算金を納付しなければならない場合において、補助事業者の納付した金額が返還を命ぜられた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命ぜられた補助金の額に充てられたものとする。
４　補助事業者は、補助金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95％の割合で計算した延滞金を町に納付しなければならない。
５　第１項又は前項の規定に定める加算金又は延滞金の額の計算につきこれらの規定に定める年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
６　町長は、第１項又は第４項の規定による加算金又は延滞金が第16条第２項の規定によるものである場合等において、やむを得ない事情があると認めるときは、補助事業者の申請に基づき、当該加算金又は延滞金の全部又は一部を免除するものとする。
（他の補助金の一時停止等）
第19条　町長は、補助事業者が補助金の返還を命ぜられ、当該補助金、加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して同種の事務又は事業について交付すべき補助金があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金と未納付金額を相殺するものとする。
（財産の処分の制限）
第20条　補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した次の各号に掲げる財産を、町長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助金の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して町長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。
(１)　不動産及びその従物
(２)　機械及び重要な器具で、町長が定めるもの
(３)　その他町長が補助金の交付の目的を達成するために特に必要があると認めて定めるもの
（情報の公開）
第21条　町長は、第13条に規定する補助金の額の確定を行った後、次の各号に掲げる書類の写しを一般に公開するものとする。
(１)　当該補助事業に係る補助金交付申請書
(２)　当該補助事業に係る補助金補助事業実績報告書
(３)　申請者が団体を代表する個人又は法人である場合は、その団体又は法人の予算を定めた書類及び決算を記した書類
ワクワクたじりまちづくり補助金交付要綱

（趣旨）
第１条　この要綱は、にぎわいがあり誰もが人とひとの繋がりを持ちながら、安心して暮らせる地域をつくることを目的に、住民団体が自主的に実施するまちづくり活動に対して、活動の初期段階を経済的に支援することにより、住民団体の負担軽減を図り、活動の円滑化、活発化による住民主体のまちづくりに資するため、予算の定めるところにより、ワクワクたじりまちづくり補助金（以下「補助金」という。）を交付するにあたり、田尻町補助金交付規則（平成13年田尻町規則第５号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
　（補助事業者）
第２条　補助金の交付対象となる者は、田尻町及び田尻町を含む区域においてまちづくり活動に取り組み事業の企画から実施及び実績の報告まで責任をもって履行できると認められる団体とする。ただし、次の各号に掲げる団体は、交付対象としない。
（１）　政治活動を目的とする団体
（２）　宗教活動を目的とする団体
（３）　田尻町暴力団等排除条例（平成24年田尻町条例第10号）第２条第１号に規定する暴力団及び同条第２号に規定する暴力団員又は同条第３号に規定する暴力団密接関係者が構成員となる団体
　（補助事業）
第３条　この補助金の交付対象とする事業（以下「補助事業」という。）は、次の各号のいずれかに該当し、継続して実施する事業とする。
（１）　地域の活性化に寄与する事業
（２）　地域コミュニティの促進に寄与する事業
（３）　地域課題の解決に寄与する事業
２　前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事業については、交付対象としない。
（１）　田尻町の他の制度に基づき補助を受けている事業
（２）　この要綱の施行日以前から実施している既存事業。ただし、内容の拡充により前項に規定する事業の効果が相当程度向上すると認められる場合は、この限りでない。
（３）　その他町長が適当でないと認めた事業
　（同一事業への交付年数制限）
第４条　同一の事業に対する補助金の交付は、３年を限度とする。
２　前項に規定する年数には、平成29年度から令和元年度までの間に社会福祉法人田尻町社会福祉協議会が交付したたじり地域づくり活動助成金の交付年数を含むものとする。
（対象経費）
第５条　補助金の交付対象とする経費（以下「補助対象経費」という。）は、補助事業の目的を達成するために直接必要な経費のうち別表に定める経費とし、次の各号に掲げる経費は、交付対象としない。
（１）　団体の事務所等を維持するための経費
（２）　団体の経常的な活動に要する経費
（３）　その他町長が適当でないと認めた経費
　（補助金額）
第６条　補助金の額は、予算の範囲内において、１事業につき補助対象経費の総額又は50万円のいずれか少ない方の金額に交付年数に応じて次の各号に掲げる割合を乗じて得た金額の範囲内とする。
（１）　１年目　10分の９
（２）　２年目　10分の８
（３）　３年目　10分の７
２　補助金の額の決定に当たって、千円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。
　（補助金の交付申請）
第７条　規則第４条第１項の補助金交付申請書には、規則に定めるもののほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。
（１）　事業計画書（様式第１号）
（２）　事業収支予算書（様式第２号）
（３）　団体調書（様式第３号）
（４）　申請団体の定款、規約又は会則等
（５）　申請団体の役職員名簿
（６）　その他町長が必要と認める書類
　（審査）
第８条　補助金の交付の適否等についての審査は、ワクワクたじりまちづくり補助金交付審査会（以下「審査会」という。）が行うものとする。
２　審査会における審査は、申請事業について次の各号に掲げる観点から行うものとする。
（１）　公益性及び住民ニーズへの適合性
（２）　実現性及び計画性
（３）　経済性及び効率性
（４）　自立性及び継続性
（５）　独自性及び先駆性
３　町長は、審査会の審査結果を踏まえ、補助金の交付の可否及び補助金の額を決定する。
４　審査会の設置及び運営については、別に定める。
　（補助金の交付の条件）
第９条　町長は、補助金の交付の決定をする場合においては、規則第６条第１項各号に定めるもののほか、次の各号に掲げる条件を付するものとする。
（１）　補助金の受領を申請団体の役員会等で報告し、議事録に明記するとともに当該年度の決算書にその収入を記載すること。
（２）　補助金による事業を実施する際、補助金による事業であることを標示すること。また、補助金により作成した資料や印刷物に補助金により作成された旨を明記すること。
　（経費配分の軽微な変更等）
第10条　規則第６条第１項第１号の町長の定める軽微な変更は、次に掲げる場合とする。
（１）　補助対象経費の内訳の変更で変更額が補助金交付決定額の20％を超えない場合
（２）　特定財源の増加により、事業費及び補助金以外の財源に占める補助金の割合が20％を超えない場合
２　規則第６条第１項第２号の町長の定める軽微な変更は、補助事業の目的をより効果的に達成するために必要な事業の変更で内容及び効果が本質的に異ならない変更とする。
　（補助金の交付の申請の取下げ）
第11条　補助金の交付の申請をした者は、規則第７条の規定による通知を受け取った日から起算して30日以内に限り当該申請を取り下げることができる。
２　前項の規定よる取り下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定は、なかったものとみなす。
　（状況報告）
第12条　規則第10条の規定による報告は、請求日の翌日から起算して30日以内に町長に提出することにより行わなければならない。
２　前項の規定にかかわらず、補助事業者は、補助事業完了後２年間、毎年５月末までに事業報告書（様式第４号の２）を提出するものとする。
（実績報告）
第13条　規則第12条の規定による報告は、補助事業の完了した日の翌日から起算して30日以内に行わなければならない。
２　規則第12条の町長の定める書類は、次に掲げる書類とする。
(１)　事業報告書（様式第４号）
(２)　事業収支決算書（様式第５号）
(３)　補助対象経費内訳表（様式第６号）
(４)　補助対象経費の領収書の写し
（補助金の交付）
第14条　規則第14条の規定による概算又は前金払いにより補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付決定通知書（規則様式第13号）を町長に提出しなければならない。


　　　附　則
　この要綱は、令和２年４月１日から施行する。

別表（第５条関係）
	経費区分
	内容等

	報償費
	・外部の講師又は専門的知識・技能を有する協力者（申請団体の構成員を除く）への謝金

	旅費交通費
	・打合せ等に係る公共交通機関等の交通費
・講師等の交通費、宿泊費
※合理的経路を用いて要する実費相当額（田尻町の一般職の職員の基準に準ずる）

	印刷製本費
	・ポスター、チラシ、パンフレット作成等の印刷製本費

	消耗品費
	・事業に必要な消耗品の購入費

	燃料費
	・事業に必要な車両又は機械の燃料費
※申請団体の構成員が提供する車両又は機械に係るものを除く

	通信運搬費
	・郵便代、その他事業の実施に必要な通信又は運搬に要する経費

	保険料
	・事業の実施に伴う保険料

	委託料
	・事業に必要な警備や会場設営等のための経費

	使用料・賃借料
	・車両、機械その他事業に必要な物品の借上料若しくは会場使用料

	器具備品費
	・当該事業に特化した機器類を購入するための経費
※「ワクワクたじりまちづくり補助金」と標示すること。

	その他
	・町長が対象経費と認めた経費


備考　補助対象経費の決定は、この基準に基づき、審査会の審査を経て、町長が決定するものとする。


ワクワクたじりまちづくり補助金審査会要綱

（設置）
第１条　ワクワクたじりまちづくり補助金（以下「補助金」という。）の交付の適否等を審査するため、ワクワクたじりまちづくり補助金審査会（以下「審査会」という。）を置く。

（所掌事務）
第２条　審査会は、ワクワクたじりまちづくり補助金交付要綱第８条第１項の規定に基づき、補助金の交付の可否及び配分について審査する。
 
（組織）
第３条　審査会は、委員５名以内で組織する。
２　委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(１)　総務部企画人権課長
(２)　民生部子育て・地域福祉課長
(３)　住民部生活環境課長
(４)　事業部産業振興課長
(５)　教育部生涯学習課長
 

（任期）
第４条　委員の任期は、前条第２項の職にある期間とする。

（会長及び副会長）
第５条　審査会に会長及び副会長１名を置く。
２　会長及び副会長は、委員の互選により定める。
３　会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
４　副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
 
（会議）
第６条　審査会は町長が招集する。
２　審査会は、委員の定数の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
３　審査会の議事は、出席委員の過半数で決し可否同数のときは会長の決するところによる。
 
（庶務）
第７条　審査会の庶務は、総務部安全安心まちづくり推進局において処理する。
 

（補則）
第８条　この要綱に定めるもののほか、審査会の運営について必要な事項は、会長が定める。
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